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母
子
お
よ
び
父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
を
受

給
中
の
方（
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
は
除
く
）

は
、
受
給
資
格
確
認
の
た
め「
現
況
届
」の
提
出

が
必
要
で
、
届
出
が
な
い
場
合
、
８
月
以
降
の
医

療
費
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
必
ず

届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
の
医
療
費
助
成
現
況
届
提
出
は
８
月
中
に

行
い
ま
す
。

　
児
童
家
庭
課
　
　
７
月
８
日（
月
）〜
26
日

（
金
）午
前
９
時
〜
11
時
・
午
後
１
時
〜
４
時
土

日
・
祝
日
を
除
く※

所
得
の
申
告
が
ま
だ
の
方

は
、
現
況
届
を
提
出
す
る
前
に
確
認
お
よ
び
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
飼
い
犬
は
つ
な
い
で
飼
う
よ
う
条
例
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
特
に
夏
休
み
期
間
中
は
、
子
ど
も
達
が
外
で

遊
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
の
で
、
犬
が
子
ど

も
を
咬
む
事
故
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
放
し
飼
い
や
リ
ー
ド
を
付
け
ず
に
散
歩
す

る
こ
と
は
、
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
飼
い
犬
の
フ
ン
の
後
始
末
は
、
飼
い

主
の
マ
ナ
ー
で
す
。

　
フ
ン
の
放
置
は
ま
ち
の
美
観
を
損
ね
、
地
域

の
住
人
に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
る
行
為
で
す
。

犬
の
散
歩
の
際
に
は
、
必
ず
飼
い
犬
の
フ
ン
の

後
始
末
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
を
き
ち
ん
と
管
理
し
て
ま
ち
の
安
全

と
衛
生
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

　
昨
年
度
は
幼
稚
園
教
諭
職
の
受
験
資
格
要

件
の
変
更
に
よ
り
、
受
験
生
の
皆
さ
ま
に
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び
い

た
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
度
の
浦
添
市
職
員
採
用
試
験
に
お

い
て
、
幼
稚
園
教
諭
職
の
採
用
が
あ
っ
た
場
合
の

受
験
資
格
要
件
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
幼
稚
園
教
諭
免
許
お
よ
び
保
育
士
資
格
両

方
を
有
す
る
者
。
ま
た
は
平
成
26
年
３
月
31
日

ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
。

　
　
昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
６
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者（※

上
限
年
齢
が
32
歳

か
ら
35
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。）

　
　
平
成
25
年
度
に
幼
稚
園
教
諭
職
の
採
用
試

験
の
実
施
が
あ
る
場
合
の
要
件
と
な
り
ま
す
。

職
員
採
用
試
験
実
施
の
有
無
、
要
綱
の
公
表
等

に
つ
い
て
は
、
浦
添
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
新
聞

広
告
（
７
月
29
日
頃
）
、
広
報
う
ら
そ
え
８

月
号
で
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

　
住
基
カ
ー
ド(

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド)

は
、

国
税
の
確
定
申
告(

ｅ̶

Ｔ
ａ
ｘ)

な
ど
に
使

え
る
ほ
か
、
写
真
付
の
住
基
カ
ー
ド
は
公
的

な
身
分
証
明
書
と
し
て
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

　
住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
発
行
か
ら
10

年
間
で
す
。
有
効
期
間
が
残
り
３
か
月
未
満
に

な
っ
た
と
き
か
ら
、
現
在
お
持
ち
の
住
基
カ
ー

ド
と
引
換
え
に
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
有
効
期
間
は
、
住
基
カ
ー
ド
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
住
所
異
動
、
氏
名
変
更
な
ど
に
よ

り
、
住
基
カ
ー
ド
裏
面
の
追
記
領
域
欄
の
余
白

が
な
く
な
っ
た
と
き
も
交
付
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
現
在
お
持
ち
の
住
基
カ
ー
ド
・
印
鑑(

認
め
印

可)

・
本
人
確
認
書
類(

運
転
免
許
証
・
健
康
保

険
者
証
な
ど
２
点
以
上)

　
　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時(

正
午
〜
午

後
１
時
を
除
く)

　
　
５
０
０
円

※

申
請
に
つ
い
て
の
詳
細
は
市
民
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
生
活
保
護
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
、
生

活
保
護
受
給
者
お
よ
び
介
護
支
援
専
門
員
に
対

し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
で
専
門
的
な
立
場

か
ら
助
言
、
指
導
を
し
ま
す
。
　
１
人
　

　
平
成
25
年
８
月
１
日
〜
平
成
26
年
３
月
31
日

　
介
護
支
援
専
門
員
の
有
資
格
者（
３
年
以
上
の

実
務
経
験
者
）
エ
ク
セ
ル
操
作
の
で
き
る
方
　

　
　
　 

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
の

間
で
１
日
６
時
間
勤
務 

　
　
月
額
20
万
円（
費

用
弁
償
１
日
に
つ
き
７
０
０
円
）
　
履
歴
書（
写

真
貼
付
・
市
販
の
履
歴
書
可
）
　
　
（
提
出
）

７
月
18
日（
木
）午
後
５
時
15
分
必
着※

郵
送
可

　
　
　
市
役
所
３
階
保
護
課
　
一
次
試
験（
書

類
審
査
）・
二
次
試
験（
面
接
試
験
）※

一
次
試

験
合
格
者
の
み

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

おお
知
ら
せ

お
知
ら
せ

おお
知
ら
せ

お
知
ら
せ

おお
知
ら
せ

お
知
ら
せ

おお
知
ら
せ

お
知
ら
せ

おお
知
ら
せ

お
知
ら
せ

おお
知
ら
せ

おお
知
ら
せ
知
お
知
ら
せ
知
市
か
ら
の

市
か
ら
の

市
民
課
（
内
線
３
０
６
５
）

住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
大
丈
夫
で
す
か
？

住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
大
丈
夫
で
す
か
？

児
童
家
庭
課
　
母
子
係
（
内
線
３
６
１
２
）

環
境
保
全
課
（
内
線
３
２
１
５
）

職
員
課
（
内
線
２
０
６
２
・
２
０
６
１
）

母
子
お
よ
び
父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
の

「
現
況
届
」の
提
出
に
つ
い
て

犬
は
き
ち
ん
と
飼
い
ま
し
ょ
う

　
　お
宅
の
犬
の
管
理
は
大
丈
夫
で
す
か
？

平
成
25
年
度
浦
添
市
職
員
採
用
試
験

幼
稚
園
教
諭
職
の
受
験
資
格
要
件
に
つ
い
て

母
子
お
よ
び
父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
の

「
現
況
届
」の
提
出
に
つ
い
て

犬
は
き
ち
ん
と
飼
い
ま
し
ょ
う

　
　お
宅
の
犬
の
管
理
は
大
丈
夫
で
す
か
？

平
成
25
年
度
浦
添
市
職
員
採
用
試
験

幼
稚
園
教
諭
職
の
受
験
資
格
要
件
に
つ
い
て

保
護
課
（
内
線
３
５
２
３
）

募 

集
募 

集
募
市
の
市
の

介
護
扶
助
員
嘱
託
職
員
募
集

介
護
扶
助
員
嘱
託
職
員
募
集

　カンキツグリーニング病は、カンキツ類の病害です。
ミカンキジラミが病気をうつしたり、病気の木からの
取り木や接ぎ木によって感染します。感染した木は治療
ができないため、速やかに伐採処分することが病気のまん
延を防ぐのに重要です。　
　沖縄県ではカンキツグリーニング病への感染の有無を
無料で診断しています。

～サンプル持込みへのご協力のお願い～

浦添市役所商工産業課 ☎８７６－１２３４（内線３１６４）
中部農業改良普及センター ☎８９４－６５２１
病害虫防除技術センター ☎８８６－３８８０

問

ハブクラゲ発生注意報ハブクラゲ発生注意報
　沖縄県の海には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、
６月頃から人体へ影響を及ぼす大きさに急激に成長し
ます。この時期は、海水浴、マリンレジャー等で海へ
の出入りが多く、年間100～200人前後の刺症被害が
発生しています。
　ハブクラゲ刺症を未然に防ぐには、①海水浴をする
場合は、ハブクラゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎ、で
きるだけ肌の露出を避けましょう。②海に出かける際
には、酢（食酢）を持参しましょう。
　ハブクラゲに刺された場合は、落ち着いて対処し、
①まず海から上がり、激しい動きをしないで、近くに
いる人に助けを求めましょう。②刺された部分はこす
らずに、酢（食酢）をたっぷりかけて触手を取り除い
た後、氷や冷水をビニール袋などへ入れて冷やしまし
ょう。③応急措置をし、医療機関で治療を受けるよう
にしましょう。

問 環境保全課　☎876－1234（内線3216）

傘（かさ）

腕（ペダリア）

触　手

病気にかかったシークヮーサー 病気にかかった
シークヮーサーの葉

内内

内

申

期

内必

内

募

期対

必
選

費

資
格

年
齢

注
意

勤
務
時
間

受
付
時
間

報
酬

期
限

提
出
先

～サンプル持込みへのご協力のお願い～

〒901－2501　浦添市安波茶一丁目１番１号浦添市役所（代）  ☎876－1234　代表番号へお掛けになった後、内線番号をお伝えください。

　＝内容　　＝日時　　＝期間　　＝場所　　＝対象　　＝参加費・受講料　　＝必要なもの　　＝募集　
　＝選考方法　　＝申込み　　＝お問い合わせ　　＝その他

募必費対所期日内

問 他申選


